
お
知
ら
せ

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
対
す
る
解
決
の

促
進
を
図
る
た
め
に
、
鹿
児
島
県
で

は
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
正
し
く
理

解
す
る
週
間
」
を
定
め
て
い
ま
す
。

（
６
月
18
日
～
６
月
24
日
）

誤
っ
た
隔
離
政
策
に
よ
っ
て
強
制
的

に
隔
離
さ
れ
、
ご
本
人
だ
け
で
な
く

ご
家
族
も
偏
見
や
差
別
を
受
け
、
多

く
の
方
々
の
か
け
が
え
の
な
い
人
生

が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
長
い
間
、
偏
見

や
差
別
に
苦
し
め
ら
れ
た
ハ
ン
セ
ン

病
で
あ
っ
た
方
々
や
家
族
が
、
平
穏

に
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く

り
の
た
め
に
、
ま
た
、
二
度
と
こ
の

よ
う
な
悲
し
い
歴
史
を
繰
り
返
さ
な

い
た
め
に
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
と
は
何
か
を
正
し

く
理
解
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
詳
し

く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ハ
ン
セ
ン

病
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め

に
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
県
く
ら
し
保
健
部　
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
２
４

健
康
保
険
課　
健
康
増
進
チ
ー
ム

☎
０
９
９
４
‐
２
２
‐
３
０
４
４

令
和
５
年
度
よ
り
検
診
車
で
の
女
性

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
正
し
く
理
解

が
ん
検
診
（
集
団
）
の
申
込
方
法
が

変
更
さ
れ
ま
す
。
10
月
に
実
施
予
定

の
女
性
が
ん
検
診
（
集
団
）
の
申
込

先
が
役
場
か
ら
左
記
の
と
こ
ろ
に
な

り
ま
す
。

◉
電
話
予
約

・
相
良
病
院

・
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

◉
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約

※
予
約
期
間
や
電
話
番
号
等
は
７
月

に
チ
ラ
シ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

予
約
開
始
は
８
月
か
ら
に
な
り
ま
す

の
で
、
も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ

さ
い
。

問
健
康
保
険
課　
健
康
増
進
チ
ー
ム

☎
０
９
９
４
‐
２
２
‐
３
０
４
４　

◉
海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験

（
２
０
２
４
年
４
月
採
用
）

受
付　
７
月
18
日
火
～
７
月
27
日
木

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

第
１
次
試
験
日　
９
月
24
日
日

第
２
次
試
験
日　
10
月
17
日
火
～
10

月
26
日
木

最
終
合
格
発
表
日
（
航
空
課
程
を
除

く
）　
11
月
21
日
火

第
３
次
試
験
日
（
航
空
課
程
の
み
）

12
月
２
日
土
～
12
月
12
日
火

最
終
合
格
発
表
日（
航
空
課
程
の
み
）

令
和
６
年
１
月
18
日
木

受
験
資
格　
①
２
０
２
３
年
４
月
１

日
に
お
い
て
高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
12
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
及
び
２
０
２
４
年
３
月
ま
で
に
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
者
。
②
人
事
院
が
①

に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
者
。

◉
海
上
保
安
大
学
校
学
生
採
用
試
験

（
２
０
２
４
年
４
月
採
用
）

受
付　
８
月
24
日
木
～
９
月
４
日
月

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

第
１
次
試
験
日　
10
月
28
日
土
、
10

月
29
日
日

第
２
次
試
験
日　
12
月
15
日
金

最
終
合
格
発
表
日　
令
和
６
年
１
月

18
日
木

受
験
資
格　
①
２
０
２
３
年
４
月
１

日
に
お
い
て
高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
及
び
２
０
２
４
年
３
月
ま
で
に
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
者
。
②
人
事
院
が
①

に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
者
。

試
験
の
詳
細
は
、
第
十
管
区
海
上
保

安
本
部
総
務
部
人
事
課
に
お
問
合
せ

い
た
だ
く
か
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ

Ａ
Ｖ
Ｉ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
第
十
管
区
海
上
保
安
本
部
総
務
部

人
事
課

☎
０
９
９
‐
２
５
０
‐
９
８
０
０

お
知
ら
せ

女
性
が
ん
検
診
の
申
込
方
法
変
更

第三者行為による傷病の医療費
国民健康保険を使用する際は届出が必要

交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為に
よって受けた傷病の医療費は、原則として加害
者が負担することになります。しかし、業務上
や通勤災害によるものでなければ国民健康保険
を使用して診療を受けることができます。その
場合には必ず「第三者行為による傷病届」を健
康保険課に提出してください。届け出により、
加害者に変わり保険者（錦江町）が保険給付割
合分の治療費を立て替えて支払い、後日、保険
者が立て替えた分を加害者へ請求します。

・交通事故（自転車事故を含む）でケガをしたとき
・暴力を受けてケガをしたとき
・落下物に当たってケガをしたとき
・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき

・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転等の法令違反の事故

次の場合は国民健康保険が使用できません

必要書類を確認の上、下記の届け出先に提出を
お願いします。

◉届け出先　 健康保険課  ☎２２- ３０４１
　　　　       住民生活課  ☎２５- ２５１１

第三者行為による傷病に該当する事例

相手方がある次のようなケガ等で、国民健
康保険を使用して治療を受ける場合に届け
出が必要です。

※交通事故の場合で、相手方または被保険者が
任意保険（対人賠償保険、人身傷害補償保険等）
に加入していれば、必要な書類を保険会社から
提出してもらうように依頼ができます。

 ◉なぜ届け出が必要なのか

交通事故等による診療費は、本来、交通事故
等を発生させた加害者が負担すべき費用です。
国民健康保険の医療給付は加入者のみなさま
に納めていただく保険料が財源となっていま
す。適正に届け出を行っていただくことによ
り、国民健康保険の健全な財政運営、制度の
維持にもつながります。

人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国
税
局

で
は
、
税
務
職
員
採
用
試
験
（
高
卒

程
度
）
の
受
験
者
を
募
集
し
ま
す
。

税
務
職
員
採
用
試
験
に
合
格
し
採
用

さ
れ
ま
す
と
、
全
員
が
税
務
大
学
校

に
入
校
し
、
１
年
間
、
税
務
職
員
と

し
て
必
要
な
専
門
知
識
を
修
得
す
る

た
め
の
研
修
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
税
務
署
に
配

属
さ
れ
、
国
税
の
仕
事
に
従
事
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
込
期
間　
６
月
19
日
月
～
６
月
28

日
水

受
験
資
格
等
及
び
受
験
申
込
の
詳
細

は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家

公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
鹿
屋
税
務
署

☎
０
９
９
４
‐
４
２
‐
３
１
２
７

※
自
動
音
声
案
内
後
「
２
」
を
押
し

て
く
だ
さ
い

カ
ピ
ッ
ク 

サ
マ
ー 

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ 

フ
ェ
ス
タ
～
タ
イ
の
水
か
け
祭
り
～

内
容　
タ
イ
の
水
か
け
祭
り
を
楽
し

も
う
！
外
国
人
の
先
生
方
と
英
語
で

触
れ
合
い
な
が
ら
、
タ
イ
の
お
祭
り

や
文
化
を
体
験
を
し
ま
す
。（
一
部
、

水
を
使
っ
て
遊
ぶ
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

有
。）
※
詳
し
く
は
、
カ
ピ
ッ
ク
セ

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

日
程　

７
月
16
日
日
10
時
～
15
時

（
受
付
９
時
30
分
～
、
解
散
15
時
15

分
頃
）

対
象　
小
学
生
25
名
程
度
（
水
か
け

祭
り
は
家
族
で
参
加
可
能
）
※
学
年

不
問
、
先
着
順
。

参
加
費　
２
，０
０
０
円
（
食
事
代
、

材
料
代
含
む
）

申
込
期
間　
６
月
13
日
火
～
７
月
６

日
木

申
込
方
法　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
専
門

フ
ォ
ー
ム
か
ら
の
応
募
ま
た
は
申
込

用
紙
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
て
く

だ
さ
い
。
※
Ｆ
Ａ
Ｘ
申

込
書
は
、
市
役
所
・
リ

ナ
シ
テ
ィ
に
設
置
し
て

い
ま
す
。

h
ttp

s
://fo

rm
s
.g
le
/

i81kFd
6LJh

fh
Y
g
jU
9

場
所　
カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

問
カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
４
‐
４
５
‐
３
２
８
８

放
送
大
学
は
、
10
月
入
学
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
10
代
か
ら
90
代
の
幅

広
い
世
代
、
約
８
万
５
千
人
以
上
の

学
生
が
、
大
学
を
卒
業
し
た
い
、
学

び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
目
的
で
学
ん
で
い
ま
す
。
授
業
に

は
３
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
Ｂ
Ｓ

放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
視
聴
す

る
、
ま
た
講
師
か
ら
直
接
受
け
る
授

業
が
あ
り
ま
す
。
心
理
学
・
福
祉
・

経
済
・
歴
史
・
文
学
・
情
報
・
自
然

科
学
な
ど
、
300
以
上
の
幅
広
い
授
業

科
目
が
あ
り
、
１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
資
料
を
無
料
で
差

し
上
げ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
放
送

大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご

請
求
く
だ
さ
い
。

問
放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
‐
２
３
９
‐
３
８
１
１

放
送
大
学
の
入
学
生
募
集

日　付 時　間 場　所

７月   ９日日
10：00～11：30 　鹿屋地域事務所、肝付町文化センター
13：30～15：00 　鹿屋地域事務所、垂水市市民会館

７月 23 日日
10：00～11：30 　鹿屋地域事務所、円山公園（東串良町）
13：30～15：00 　鹿屋地域事務所、南大隅町役場

７月 30 日日
10：00～11：30

　鹿屋地域事務所
13：30～15：00

令和５年度自衛官等制度説明会令和５年度自衛官等制度説明会

◉問い合わせ先
鹿児島地本　鹿屋地域事務所
☎ ０９９４－４２－４３８６

海
上
保
安
学
校
の
学
生
募
集

南大隅町役場 鹿屋地域事務所※高校生とその保護者、※高校生とその保護者、
18 歳以上 33 歳未満の18 歳以上 33 歳未満の
方が対象。方が対象。

税
務
職
員
を
募
集
し
ま
す

カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
イ
ベ
ン
ト
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